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Ⅰ 計画の概要 

１ 計画策定の趣旨                           

わが国では，日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ，これまで男女平等の

実現に向けた様々な取り組みが着実に進められてきましたが，現実の社会においては解決すべき

多くの課題が残されており，より一層の努力が必要です。 

 ２１世紀に入り，私たちを取り巻く社会経済情勢は少子・高齢化，情報化，国際化の進展，家

族・地域社会の変化などにより大きな転換期を迎えています。 

このような変化に柔軟かつ的確に対応して，豊かな社会を目指していくうえで，男女が互いに

その人権を尊重し，責任を分かち合い，性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮することの

できる男女共同参画社会の実現は，大変重要な課題となっています。 

 守谷市では，「守谷市総合計画」の中で市の将来像として「夢と希望にあふれるまち」を掲げ，

「ふるさとの心がいきづくまちづくり」を基本姿勢としています。守谷市に誇りを持ち，誰もが

まちづくりの主人公になれるまちを，市民・事業者・市が一体になって創り育てるためには，あ

らゆる分野への男女共同参画が必要な条件となります。 

 そこで，男女共同参画社会の実現に向けて守谷市の目指す方向を明らかにし，男女共同参画に

関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するため，「守谷市男女共同参画推進計画」を策定し

ました。 

 

２ 計画の基本理念                                                   

「守谷市男女共同参画推進計画」は，次の基本理念に基づいたものとします。 

 

（１）男女の人権の尊重 

  男女は，法の下において平等です。男女共同参画社会の実現のためには，男女の個人として

の尊厳が重んじられること，男女が性別による差別的な取扱いを受けないこと，男女が個人と

して能力を発揮する機会が確保されること，その他の「男女の人権」が尊重されることが重要

です。 

（２）社会における制度又は慣行についての配慮 

  社会における制度又は慣行が，性別による役割分担等を反映して，男女共同参画社会の形成

を阻害する要因となるおそれがあることから，見直すことが必要です。そして，男女が性別に

かかわらず様々な生き方を自分の意志で選択できる社会を築いていく必要があります。 

（３）政策等の立案及び決定への共同参画 

  男女共同参画社会の実現のためには，男女が社会の対等な構成員として，行政や企業，地域

などあらゆる場において，政策等の立案や決定に共同して参画する機会が確保されることが必

要です。 

（４）家庭生活における活動と他の活動の両立 

  男女が共に社会のあらゆる活動に参画していくためには，子育てや介護をはじめとする家庭

生活を行う上での様々な活動について，家族としての男女が協力し合い，お互いに家庭生活と

仕事や地域活動などとの両立を図ることができる環境をつくることが大切です。 

（５）国際的協調 

  男女共同参画の取組は，国際的な動向を踏まえた国の施策と連動していることや，国際化の

進展を踏まえて，国際的な視点を持って施策を進めていくことが重要です。 
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第１章 ● 計画策定の基本的な考え方

Ⅰ 計画の概要
 

３ 計画の位置付け                                              

（１）計画は，男女共同参画に関する施策について総合的かつ計画的な推進を図るため，その基

本的な考え方と施策の基本的方向を具体的に示すものとします。 

 

（２）計画は，「男女共同参画社会基本法」の理念に基づき，国の「男女共同参画基本計画」，茨

城県の「茨城県男女共同参画推進条例」「茨城県男女共同参画基本計画」と整合性を図り策定

するものです。 

 

（３）男女共同参画は，家庭，学校，地域，職場などあらゆる分野に関連する課題です。そのた

め，この計画は，「守谷市総合計画」に基づき，男女共同参画の視点に立って各分野の事業と

整合性を図りながら事業を展開します。 

 

（４）計画は，２００３年（平成１５年）に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」の

結果や，守谷市男女共同参画推進委員会，守谷市ハーモニー懇話会など，市民の声を最大限に

反映して策定したものです。 

 

４ 計画の構成と期間                                                

（１）計画は，基本計画，実施計画をもって構成します。 

 

（２）基本計画は，基本目標毎に区分し，基本目標を達成するための主要な課題に対する「現状

と課題」を明らかにしたうえで施策の方向づけを行い，主要な施策を定めるものです。計画期

間は，２００５年度（平成１７年度）から２０１４年度（平成２６年度）までの１０年間とし

ます。 

 

（３）実施計画は基本計画で示した施策を計画的に実施するために，より具体的な事業を示すも

のです。計画期間は，前期実施計画については２００５年度（平成１７年度）から２００９年

度（平成２１年度）までの５年間とし，後期実施計画については２０１０年度（平成２２年度）

から２０１４年度（平成２６年度）までの５年間とします。 

 

（４）計画は「守谷市総合計画」との整合性を図ったうえで，社会情勢の変化や計画の進捗状況

に応じて必要な見直しを行います。 
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Ⅱ 計画策定の背景 

１ 世界の動き                             

 国際連合は，１９７５年（昭和５０）年を「国際婦人年」と定め，同年メキシコシティで開催

した「国際婦人年世界会議」では「世界行動計画」を採択し，その翌年からの１０年間を「国連

婦人の１０年」と位置付け，その目標を「平等・発展・平和」と定めました。 

 １９７９年（昭和５４年）の国連総会において「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関

する条約」（女子差別撤廃条約）を採択し，男女平等の促進に向けて様々な施策を進める世界の

動きが活発になりました。 

 １９８５年（昭和６０年）には「国連婦人の１０年ナイロビ世界会議」が開催され，西暦２０

００年に向けて，女性の地位向上のために各国が取り組むべきガイドラインとして，「婦人の地

位向上のためのナイロビ将来戦略」（ナイロビ将来戦略）が採択されました。 

 １９９５年（平成７年），北京で開催された「第４回世界女性会議」では，「行動綱領」と「北

京宣言」が採択されました。この「行動綱領」には，女性と健康，女性に対する暴力，意思決定

における女性の参画など１２の課題が示され，また「北京宣言」では「平等・開発・平和」のた

めにあらゆる分野における女性の参画を求めることが明示されました。 

 ２０００年（平成１２年）には，ニューヨークで国連特別総会「女性２０００年会議」が開催

され，「政治宣言」と「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ（いわ

ゆる成果文書）」が採択されました。 

 

２ 日本の動き                             

 １９４５年（昭和２０年），日本では婦人参政権の付与が決定され，「衆議院議員選挙法」の一

部改正により，婦人参政権が具体化されました。翌年，「法の下の平等」が記された「日本国憲

法」が公布されました。 

 １９７５年（昭和５０年），総理府に「婦人問題企画推進本部」及び「婦人問題担当室」が設

置され，１９７７年（昭和５２年）には「世界行動計画」を受けて「国内行動計画」が策定され

ました。 

 「女子差別撤廃条約」の批准に向けて国内法の整備が進められ，１９８４年（昭和５９年），「国

籍法」及び「戸籍法」の改正，翌年に「国民年金法」の改正，「雇用の分野における男女の均等

な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」の制定，１９９５年（平成７年）

には「育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の制定などが

行われました。 

 この間，１９８７年（昭和６２年）に「西暦２０００年に向けての新国内行動計画」が策定さ

れ，１９９４年（平成６年），総理府に「男女共同参画室」，「男女共同参画審議会」及び「男女

共同参画推進本部」が設置されました。 

 １９９６年（平成８年），男女共同参画審議会の答申「男女共同参画ビジョン」を受けて，新

たな国内行動計画である「男女共同参画２０００年プラン」が策定されました。 

 １９９９年（平成１１年），男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目

的とした「男女共同参画社会基本法」が制定され，男女共同参画社会の実現が２１世紀のわが国

社会を決定する最重要課題として位置付けられ，社会のあらゆる分野において施策の推進が図ら

れることとなりました。これを受けて，２０００年（平成１２年）には基本法に基づく初めての

計画として「男女共同参画基本計画」が策定されました。 

 ２００１年（平成１３年）の中央省庁等改革に伴い，新たに内閣府に「男女共同参画局」及び

「男女共同参画会議」が設置されました。 
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３ 茨城県の動き                            

 茨城県では，１９７８年（昭和５３年）に婦人問題を担当する課として，生活福祉部に青少年

婦人課を設置し，男女共同参画への取り組みが始まりました。 

 １９８０年（昭和５５年），担当課が婦人児童課となり，第２次県民福祉基本計画において「婦

人の福祉の向上」として位置付けられました。 

 １９８６年（昭和６１年），新県民福祉基本計画において「女性の地位向上と社会参画の促進」

として位置付けられ，１９９０年（平成２年），婦人問題推進有識者会議から女性プラン策定に

関する提言を受けて，１９９１年（平成３年）に「いばらきローズプラン２１」を策定しました。 

 同年，いばらきローズプラン２１推進委員会を設置する一方，庁内の推進体制として「茨城県

女性対策推進本部」を設置し，女性行政施策の推進を図るための体制を整備しました。 

 １９９４年（平成６年），福祉部に女性青少年課を設置して，一層の施策の推進に取り組むこ

ととなりました。 

 １９９５年（平成７年）には，「茨城県長期総合計画」に「男女共同参画社会の形成」として

位置付けられ，翌年，県が取り組むべき女性施策の指針として，男（ひと）と女（ひと）のより

よいパートナーシップの確立を基本理念とした「いばらきハーモニープラン」を策定しました。 

 １９９９年（平成１１年）には女性青少年課が福祉部から知事公室へ組織改編されました。 

 ２００１年（平成１３年）には，「男女共同参画社会基本法」の理念を受けて，男女共同参画

社会の実現に向けて，県，県民，事業者が一体となって取り組むための基本となる「茨城県男女

共同参画推進条例」を制定し，「茨城県男女共同参画審議会」を設置しました。 

 ２００２年（平成１４年）には，条例の基本理念を具現化し，実効性のある施策を展開してい

くために，「茨城県男女共同参画基本計画」を策定し，男女共同参画社会の実現に向けた取り組

みの方針を明確にしました。 

 

４ 守谷市の取組                            

 １９９６年（平成８年）から，総務部企画調整課において女性行政への取り組みが始まりまし

た。１９９７年（平成９年）には「男女共同参画推進会議」及び市民により構成される「ハーモ

ニー懇話会」を設置，１９９８年（平成１０年）には総務部企画調整課に女性・国際化推進グル

ープを設置し，本市の女性行政が本格的にスタートしました。 

 また，２００２年（平成１４年）には「守谷市総合計画」の守谷市に求められるまちづくりの

中に「男女共同参画社会の実現」が位置づけられました。 

 ２００３年（平成１５年）４月には生活経済部くらしの支援課人権・同和対策室へ移管しまし

た。同年１０月には「男女共同参画に関する市民意識調査」を実施し，計画策定に反映させるた

めの分析作業を行いました。 

また，２００４年（平成１６年）３月には男女共同参画に関する施策の総合的な推進を図るた

めの諮問機関として「男女共同参画推進委員会」を設置し推進体制の整備を図り，同年４月には

生活経済部くらしの支援課活動支援グループへ移管し，市民の目線に立って施策を推進していく

体制となりました。 

 この間，２００１年（平成１３年）には第一期ハーモニー懇話会から，２００３年（平成１５

年）には第二期ハーモニー懇話会から「計画策定に向けての提言書」が提出されました。また，

市独自の講演会の開催，広報「もりや」への啓発記事掲載など，「ハーモニー懇話会」との連携

により，男女共同参画に対する市民意識の向上に努めてきました。 
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